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部活動について
右の写真は、本校体育館内に設置している

「栄光の軌跡」です。市内大会優勝など、優

れた部活動の記録は、昭和38年度から始まっ

ています。本校を訪れた際にはどうぞ御覧に

なってください。

さて、本号では 「部活動」に関する話題、

を提供します。

運動部活動の在り方
平成29年３月、スポーツ庁では、生徒にとって望ましいスポーツ環境を整え、適切に運動部活動が

実施されるよう「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定しました。その中で、

各市町村においては 「学校の運動部活動の在り方に関する方針」を策定するよう定めています。そ、

れを受けて八戸市では、今年の３月に「中学校部活動指針」を策定しました。この指針を受けて、市

内小・中学校においては、一学期中をめどに、自校の取組方針を定める必要があります。なお、取組

方針は、文化部も運動部と同等に考えることとします。

そもそも部活動は何のために？
部活動は、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであります。生徒がスポーツや文化・

科学等に親しみ、学習意欲の向上や責任感、連帯感を高めるなど、学校教育が目指す資質・能力の育

成に資するものとして、学校教育の一環として行われるものです。

本校の取組方針は？
本校取組方針については、次のように考えています。

① 部活動を通して、技能や知識を習得する。

② ①の他に、生涯にわたってスポーツや芸術・文化に親しもうとする態度を養う。

③ 心身の健康増進、好ましい人間関係の形成や社会性等の育成を図る。

生徒の健康を守りつつ、体力・技術面だけでなく精神的な成長をも促す部活動の在り方について、

様々な意見を集約しながら時間をかけて検討を進めていきます。

活動時間は？
活動時間は、八戸市の指針に準じて定め、４月から適用していきます。

① 平日の活動時間は２時間程度とする。

② 休業日の活動時間は３時間程度とする。

③ 長期休業中の活動時間については、休業日に準じて３時間程度とする。

④ 退下完了の時刻は、

４月～９月 午後６時30分 10月～３月 午後５時45分 とする。

⑤ 時間を延長しての活動は行わない。

⑥ 朝練習は行わない。

詳しくは４月25日（木）ＰＴＡ総会で説明します
来る４月25日（木）は、本校第一回保護者参観日及びＰＴＡ総会となっています。是非出席してい

ただき、子どもたちの成長を支援してくださるよう、宜しくお願いいたします。
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